
 

 
 
 
 

 
 
                          平成 15年 6月 30日 
 
各  位 
                               会 社 名          ト ナ ミ 運 輸 株 式 会 社              

                                      代 表 者 名         取締役社長          南 義 弘 
                                      （コード番号  ９０７０  東証・大証 第 1部） 
                                        問合わせ先        経営企画室長    村田 憲昭 
                                                      （ＴＥＬ   0766 - 21 - 1073） 
 

更生会社「京神倉庫株式会社」の更生計画認可決定について 
 
弊社が支援企業となっております「京神倉庫株式会社」は、平成 14年 4月 11
日に更生手続開始の申立を行い、同年 6月 30日の更生手続開始の決定以降、大
阪地方裁判所の監督のもと、更生手続を進めてまいりました。 
関係者の皆様のご協力を得て、本年 4 月２８日には同裁判所に会社更生計画
案を提出致しておりましたが、本日、計画案審議のための第２回及び第３回の
関係人集会が開催され、債権者の皆様からのご賛同を得て可決し、即日、同裁
判所から更生計画の認可決定をいただきましたのでお知らせ致します。 
今後、弊社は、支援企業として、営業活動や業務体制などあらゆる面で協力

関係を構築し、京神倉庫株式会社の業績向上、信用力回復、経営安定化に努め
るとともに、更生計画の早期完遂に向けて、全力で支援する所存です。 
尚、京神倉庫株式会社は９月末に 100%減資を行い、支援企業である弊社が発

行新株の全額を引き受けることになっております。 
 
                                以上 

［添付資料］    
更生会社「京神倉庫株式会社」プレスリリース資料 

      



（ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ）                  平成 15 年 6 月 30 日 

 

 

 

    京神倉庫株式会社 本社 京都市下京区和気町 21-1     〒 600-8834 

TEL 075-371-3165  FAX 075-371-3466 

 

 

各 位 

 

 

更生会社  京神倉庫株式会社 

管財人 松本 浩希 

管財人 石井 教文 

 

 

更生計画の認可決定について 
 

弊社は、平成１４年４月１１日、大阪地方裁判所に更生手続開始の申立を行い、同年６月３０

日には裁判所から更生手続を開始する旨の決定をいただいたうえ、支援企業にトナミ運輸株式会

社（東京・大阪両証券取引所・第一部上場）を選定し、得意先をはじめ金融機関、協力会社、そ

の他関係者の皆様方のご協力を得て更生手続に基づく事業の再建をすすめてまいりました。 

 

おかげさまで、本年４月２８日には大阪地方裁判所に更生計画案を提出することができ、本日、

計画案審議・議決のための第２回及び第３回関係人集会が開催され、多数の債権者の皆様により

更生計画案をご承認頂き、即日、大阪地方裁判所第６民事部より更生計画を認可する旨の決定を

頂戴することができました。 

これもひとえに、債権者の皆様をはじめとする関係各位のご理解と温かいご支援・ご協力の賜

と厚くお礼申し上げます。 

 

今後、弊社は、支援企業であるトナミ運輸株式会社の傘下に入り、営業開発や業務提携など様々

な面での協力体制を構築し、経営資源の有効活用をはかることによって、物流サービスの強化・

拡充、一層のコストダウンを進め、業績の向上と信用力回復・経営の安定化を目指してまいりま

す。全従業員が総力を挙げて社業に邁進し、支援企業と一丸となって更生計画の遂行に全力をあ

げる所存ですので、今後とも、変わらぬご指導とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

 

記 

 

１．更生計画の概要 

１）基本方針 

  ・総合物流一環体制の構築、経営資源の適正配置、品質の高い業務運営体制の構築により、付

加価値の高い収益力のある企業体質を作る 

 

２）更生計画の期間 

・更生計画認可後から平成 20 年３月末日まで 
※更生１期（H14/7～15/6）、更生２期（H15/7～16/3）、更生３期（H16/4～17/3）、更生４期（H17/4～18/3）、更生５期（H18/4

～19/3）、更生６期（H19/4～20/3） 
３）弁済計画（支援企業型の更生計画） 

・更生担保権及び更生債権の弁済資金は、原則、資産処分による売得金、営業収益、新株式に
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対する払込金をもって充てることとし、不足が生じた分の弁済資金の調達は、支援企業から

の借入金で賄うことになります。  

 

○弁済方針 

①更生担保権   
担保の目的物 弁済方法 

①預金 ・確定更生担保権額（預金元本）を、認可確定日から１か月以内に一括

弁済 

②不動産、株式、リース ・平成 16 年から同 20 年までの毎年 3月末日に５回の年賦弁済 

 

②優先的更生債権  
債権の種類  弁済方針 

①平成 15 年６月末日までに納期限

の到来する公租公課 

・すでに裁判所の許可を得て全額納付済み 

②平成 15 年７月以降に納期限の到

来する公租公課 

・納期限到来後、一括納付 

③認可までの退職者の退職金債権

（共益債権とならないもの） 

・認可確定日から１か月以内に確定債権額の全額を弁済 

 

③一般更生債権 
債権の種類 弁済方針 

①500 万以下の確定債権 ・認可確定日から１か月以内に、確定債権額の全額を一括弁済 

②認可確定日から１か月以内に、更

生担保権及び一般更生債権の確

定債権の合計額のうち、500 万の

弁済をうけることにより同額を

超える部分を放棄の申し出があ

った場合 

・認可確定日から２か月以内に 500 万円を一括弁済（認可確定日から１

か月以内に書面で申し出） 

③500 万を超える確定債権 ・確定債権額は、更生手続き開始前の利息損害金の全部と元本債権の 92%

の免除を受ける。 

・免除後の金額について、平成１６年から同２０年の毎年 3 月末日に各

20%ずつを分割弁済 

④保証債権 

 

・主債務者が債務を弁済せず、その不履行状態が３か月継続する日まで

の権利変更及び弁済を留保し、その時点における主債務者の元本残高

を確定債権額とみなす。 

・確定債権額に対し、①②③を適用する。 

⑤敷金等返還請求権 

 

 

・債権者と更生会社の賃貸借契約が終了し、更生会社が賃貸借の目的物

の明け渡しを受ける日まで権利の変更及び弁済を留保し、原状回復費

用その他同契約に定める債権者の更生会社に対する債務を控除した残

額を確定債権額とみなす。 

・確定債権額に対し、①②③を適用する。 

 

４）劣後的更生債権 

・劣後的更生債権は全額免除 
 

※（註）関係人集会で更生計画案を可決するには、次の要件が必要 

         ・更生担保権者‥議決権の総額の 3/4 以上に当たる議決権を有する者の同意 

         ・更生債権者‥議決権の総額の 2/3 以上に当たる議決権を有する者の同意      

 

２．新体制 

・別紙の通り   

 

 

以上 
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代表取締役社長  

（事 業 管 財 人 ） 
松本 浩希 執 行 役 員 

（物流事業部長 兼 物流事業部 

関東営業部長） 

多田 富男 

取 締 役 

（営 業 本 部 長 ） 
谷口 純一 執 行 役 員 

（国際事業部長 兼 国際事業部 

営業部長） 

小澤 利次 

取 締 役  

（管 理 本 部 長 ） 

 

三枝 保弘 執 行 役 員 
（物流事業部 関西営業部長） 

木村 一夫 

監 査 役 
（トナミ運輸㈱専務取締役・企画

管理本部担当） 

國貞 明良 執 行 役 員 
（管理本部 管理部長） 

田中 義一 

監 査 役 
（トナミ運輸㈱執行役員・企画管

理本部・関係会社管理部長） 

松田 充夫 執 行 役 員 
（物流事業部 営業企画開発部長） 

長村 悦之 

常 任 顧 問 泉野 正義 執 行 役 員 
（国際事業部 業務部長） 

小瀧 忠一 

常 任 顧 問 京極 順次 
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